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●
８
月
１
日（
木
）
か
ら
被
保
険
者

証
が
切
り
替
わ
り
ま
す

新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

は
令
和
２
年
７
月
31
日
（
金
）
で

す
。

※
新
し
い
被
保
険
者
証
は
７
月
下

旬
ま
で
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま

す
。
保
険
料
の
滞
納
者
は
、
市
役

所
窓
口
で
の
切
り
替
え
で
す
。

●「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」、「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
の
交
付

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯

一
部
負
担
金
の
限
度
額
適
用
と
食
事

代
を
減
額
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▼
減
額
認
定
証
交
付
対
象

①
低
所
得
者
Ⅰ
→
同
一
世
帯
の
全

員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
か
つ
各

種
収
入
等
か
ら
必
要
経
費
・
控
除

を
差
し
引
い
た
所
得
が
０
円
と
な

る
世
帯
に
属
す
る
人（
年
金
の
控
除

被保険者証の色（ピン
ク）は変わりません

額
を
80
万
円
と
し
て
計
算
）

②
低
所
得
者
Ⅱ
→
世
帯
員
全
員
が

住
民
税
非
課
税
の
人（
低
所
得
者
Ⅰ

に
該
当
す
る
人
を
除
く
）

▼
入
院
の
食
事
代

　
「
低
所
得
者
Ⅱ
」
の
減
額
認
定
証

を
持
っ
て
い
る
人
で
、
長
期
入
院

し
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
、
入
院

日
数（
91
日
以
上
）
が
分
か
る
書
類

な
ど
を
持
参
し
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
食
事
代
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

申
し
込
み
は
８
月
30
日（
金
）
ま
で

に
お
願
い
し
ま
す
。

▼
限
度
額
適
用
認
定
証
交
付
対
象

　

現
役
並
み
区
分
Ⅰ
・
Ⅱ
の
人
は
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機

関
で
提
示
す
る
と
支
払
い
を
高
額

療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
受
付
場
所

国
民
健
康
保
険
課
窓
口

▼
申
請
に
必
要
な
物

①
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

②
被
保
険
者
本
人
の
印
鑑

③
代
理
人
が
申
し
込
み
を
す
る
場

合
は
代
理
人
の
印
鑑

④
申
請
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の（
運
転
免
許
証
な
ど
）

●
低
所
得
者
世
帯
へ
の
保
険
料
軽

減
措
置
が
拡
充
さ
れ
ま
す

▼
均
等
割
額
の
軽
減

　

世
帯
主
お
よ
び
被
保
険
者
の
所
得

水
準
に
応
じ
て
保
険
料
の
均
等
割
額

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
8.
5
割
軽
減
に
つ
い
て
は
変
更

あ
り
ま
せ
ん
。

●
保
険
料
の
軽
減
割
合
が
一
部
変

わ
り
ま
す

▼
こ
れ
ま
で
医
療
保
険
料
が
９
割

軽
減
だ
っ
た
人

　

今
年
度
、
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
保
険
料
均
等
割
が
９
割
軽
減
か

ら
８
割
軽
減
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

に
よ
り
、
年
間
の
保
険
料
額
も
変

わ
り
ま
す
。

▼
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
前
日
に
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
の

被
扶
養
者
だ
っ
た
人
は
、
特
別
措
置

と
し
て
、
保
険
料
の
均
等
割
額
が
5

割
軽
減（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加

5 割

2割

軽減割合 基準所得金額
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平成３０年度
まで

９割軽減保険料

４，８４４円

平成３１年度
（令和元年度）

８割軽減保険料

９，６８８円

入
後
２
年
間
）
さ
れ
ま
す
。

●
保
険
料
に
関
す
る
通
知
書
を
送

付
し
ま
す

▼
特
別
徴
収
の
人

　

支
給
の
際
に
、
年
金
か
ら
保
険

料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。
申
し
込

み
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
普
通
徴
収
の
人

　

納
期
内
に
納
付
通
知
書
に
指
定

さ
れ
た
金
融
機
関
で
納
め
ま
す
。

口
座
振
替
で
納
め
る
こ
と
も
で
き

ま
す
の
で
、
最
寄
の
金
融
機
関
で

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
普
通
徴
収
の
保
険
料
の
納
付
は

７
月
か
ら
で
す
。

国
保
税
納
付
書
の
コ
ン
ビ
ニ
取

り
扱
い
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
３
７
２
４
•
３
７
２
５

　

通
常
の
納
付
書
は
納
税
者
の
利

便
性
を
考
慮
し
、
納
期
限
が
過
ぎ

た
場
合
で
も
コ
ン
ビ
ニ
取
扱
期
限

内
は
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
納
期
限

後
の
納
付
の
扱
い
と
な
り
ま
す
の

で
、
次
の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
督
促
状
が
送
付
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。

②
令
和
２
年
度
の
保
険
証
更
新
で
、

郵
送
で
の
交
付
対
象
世
帯
か
ら
外

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

滞
納
が
あ
る
世
帯
や
納
付
が
遅

れ
た
世
帯
は
窓
口
で
の
交
付
と
な

り
ま
す
。（
18
歳
未
満
の
加
入
者
分

は
郵
送
）。
令
和
元
年
度
国
保
税
納

期
限
は
、
納
税
通
知
書
を
参
照
く

だ
さ
い
。

浦添市選挙管理委員会事務局
直通 ☎（851）5058　代表 ☎（876）1234（内線 7161・7164）

参議院議員通常選挙
投票日は７月２１日(日)の予定です

■ 浦添市で投票できる人
 平成３１年４月３日までに転入届出をした人（現住者含む）で、引き続き３か月以上住所を有し、平成1３年
７月２２日までに生まれた満18歳以上の人です。

■ 不在者投票
仕事や旅行などで市外に滞在している人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができ

ます。事前に手続きが必要ですので浦添市選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
　※指定を受けた病院、施設などに入所中の人はその病院等の管理者に申し出て不在者投票することが
できます。詳しくは浦添市選挙管理委員会事務局まで問い合わせください。

■ 郵便等投票
　介護保険法上の要介護５、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている人で、障がいの程度が要件
にあたる人は自宅等で郵便による不在者投票ができます。
　※障がいの度合いによっては該当しない場合もありますので、詳しくは浦添市選挙管理委員会事務局ま
で問い合わせください。

■ 代理投票
　字の読み書きができないため投票用紙に候補者の氏名が書けない人は、投票所で係員が代筆します。
投票の秘密は守られますので安心して申し出てください。

■ 投票所入場券
　投票当日、または期日前投票を行う際に持参してください。入場券がなくても本人確認ができる身分証
をご提示いただければ投票できます。

■ 期日前投票

　平成３１年４月４日以降に県内外の他市町村から浦添市へ転入届出をした人は、浦添市で投票できませ
ん。前住所の市町村の選挙人名簿に登録されていれば、その市町村で投票できます。
　詳しくは、前住所の選挙管理委員会へ問い合わせください。

投票時間 午前７時から午後８時まで

参議院議員通常選挙

問い合わせ

ᄢߥᛩޔ
ᔓߕࠇに！

投
票
箱

　　投票日に仕事や投票区外への買い物、レジャーで投票所に行けない人、負傷・出産・身体障がいなどで
　歩行困難な人は、前もって次の２か所で期日前投票をすることができます。

第1期日前投票所
【期間】７月５日（金）～２０日（土）
　　　 ※公示日の翌日から投票日の前日まで
　　　　（期間内の土日・祝日も期日前投票できます）
【時間】午前 8時 30 分～午後 8時
【場所】浦添市選挙管理委員会（市役所 議会棟１階）

第２期日前投票所
【期間】７月１７日（水）～２０日（土）
【時間】午前10 時～午後 8時　
【場所】サンエー経塚シティ 
　　　屋上（R 階）ブルーのエレベーターホール

※衆議院の解散等があったときなど、選挙期日が変更される場合があります。




